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１ 計画策定の背景と目的

浦安市の合計特殊出生率は全国的にも依然として低い傾向にあり、平成24年度は1.04

と過去最低を更新する勢いで急速な少子化が進んでいます。また、保育園の待機児童数

は平成 23 年度、24 年度に保育園を新設し一時的に減少したものの、今後も潜在需要な

どにより増加することが見込まれます。

このような中、浦安の未来を担う子どもたちがすべて健やかに成長できよう、安心し

て子どもを産み、育てることができる環境の充実が求められています。また、特に幼児

期が生涯にわたる人格形成の基礎を担う重要な時期であるため、保育と質の高い教育を

総合的に提供する環境づくりが求められています。

国では、平成 24 年 8 月に「子ども・子育て支援法」をはじめとする子ども・子育て

関連 3法を成立させ、多様な子育て支援を推進する体制が整いました。これらの法に基

づき、浦安でこどもを産みたい、浦安でこどもを育てていきたいと思えるような環境を

整えていくために、「浦安市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、子ども・子育て

支援の取り組みを一層促進していきます。

２ 計画の位置づけ

本計画は、子ども子育て支援法第 61 条に規定により、教育・保育及び地域子ども・

子育て支援事業の提供体制の確保や業務の円滑な実施に関する計画を定めるものとさ

れています。

子ども・子育て支援法により記載する必要がある項目に加え、平成 26 年度末に計画

期間が終了する「浦安市子育て支援総合計画（後期）」を引き継ぐ計画として位置付け、

本市の子ども・子育て支援施策を推進していきます。

また、本市の総合計画や関連する分野別計画と連携・整合を図りながら策定していき

ます。

＜上位計画及び関連する分野計画＞

第１章 計画策定の趣旨

・浦安市総合計画

・浦安市第２期基本計画・第２次実施計画

・浦安市保育計画

・浦安市地域福祉計画（うららか やすらかプラン）

・浦安市障がい者福祉計画

・健康うらやす２１

・第２次うらやす男女共同参画プラン

・浦安市教育ビジョン

・浦安市生涯学習推進計画 など
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３ 計画の対象

本計画の対象は、浦安市に居住する全ての子ども（18 歳未満の児童）と、子育て家庭、

これから子どもを産もうとする市民、地域で子育て支援活動を行う市民とします。

４ 計画の期間

本計画は、平成 27 年度から平成 31 年度までの５年間を１期として策定します。

なお、５年間の計画期間中であっても、計画に定めた量の見込みと実際の認定状況に

乖離がある場合などは中間年度（平成 29 年度）に一部見直しを行います。

５ 計画策定体制と策定方法

本計画策定にあたっては、子ども・子育て支援法第 77 条第 1項に基づき、学識経験者、

公募市民、子育て支援に関係する団体、事業者代表など 15 人で構成した「浦安市子ども・

子育て会議」で内容等の協議・検討を行います。

また、庁内の関係部職員で構成した「浦安市就学前保育・教育のあり方検討会」や「放

課後児童の支援のあり方検討会」、「ワーキンググループ」で計画策定に係る検討を行い

ます。

さらに、子ども・子育て支援事業計画策定に伴う基礎調査（ニーズ調査）を行い、今

後の教育・保育サービス量の見込みや子ども・子育てに関する市民の意向や生活実態を

把握するとともに、平成 26 年度に素案に対するパブリックコメントを行いながら広く市

民の意見を伺いながら、計画策定を進めていきます。
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・ 18 歳未満の子どもの数は減少傾向にあり、特に就学前児童（0～5歳）と小学生（6

～11 歳）の人口が減少傾向にあります。また、浦安市の合計特殊出生率は、これ

まで全国（1.41）や千葉県（1.31）の水準を下回って推移してきましたが、平成

24 年は 1.04 と過去最低を更新しました。今後の人口推計においても、就学前児童

と小学生を中心に子どもの数が減少する見込みです。

子どもの減少は地域活力の低下、労働力の減少、社会保障における費用負担の増

加など、社会的・経済的に大きな問題となっています。

・ 子育て家庭の核家族化（浦安市 平成 22 年 94.9％）や地域のつながりの稀薄化な

ど、子育て家庭や子どもの育ちをめぐる環境が変化しており、出産や子育てに関

する親の身体的・精神的負担が増えています。

浦安で子どもを産みたい・育てたいと思えるような環境を整えていくためには、

相談・交流環境の充実や妊娠・出産期からの切れ目ない支援体制の充実等が求め

られています。また、より良い親子関係を形成し、子どものより良い育ちを実現

するために、「親育ち」を支援する環境づくりが必要です。

・ 待機児童は就労形態の変化や核家族化に伴い、今後も増加することが見込まれま

す。多様な保育ニーズに対応するため、量の確保が求められるとともに一時保育

や延長保育などの多様な保育ニーズの充実が求められています。また、幼児期が

生涯にわたる人格形成の基礎を担う重要な時期であるため、保育と質の高い教育

を総合的に提供する環境づくりや幼保小の連続した学びの連携が必要です。

・ 子どもたちが豊かな心・感性・自主性等を育むとともに体力向上にも寄与するた

めに、遊び場や学習・体験の機会の充実、多世代との交流が重要です。

・ 子どもが犠牲となる犯罪、凶悪事件が多発する中、子どもを犯罪から守り地域の

中で安全に生活できる安全な居場所づくりや見守り体制が求められています。ま

た、児童虐待件事例が近年増加傾向にあるため、関係機関と連携・情報共有しな

がら虐待防止対策や早期発見、早期対応、支援までを切れ目なくきめ細かく支援

することが必要です。

・ 障がい児数（身体障害者手帳及び療育手帳所持者数）や心身の発達の遅れがあり

療育を必要とする子どもが近年増加傾向にあります。子ども一人一人の状況に対

応した支援の充実や、将来自立ができる一貫した支援体制の構築が必要です。

・ 近年、未婚数が増加傾向にあり、特に女性の未婚数が増加しています。また、依

然として出産・育児期の女性労働力率が落ち込んでおり、仕事と子育ての両立の

厳しい状況です。ワーク・ライフ・バランスの観点から、一人ひとりが生き生き

と働き、家庭や地域生活でも充実した時間がもてる体制や環境づくりが必要です。

第２章 浦安市の子どもと家庭を取り巻く現状と課題

○浦安市子育て支援総合計画（後期）の総合的な取組（成果）や課題、ニーズ調査

の最終分析を踏まえて、課題を追記します。
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１ 基本理念

近年の子ども、子育てをめぐる社会経済状況などを踏まえながら、浦安市における

課題の解決を図るため、「浦安市子育て支援総合計画」の基本理念を踏襲しつつ、市民、

関係団体、市の協働のもと、計画の推進と施策の展開を図ります。

◆ 子どもが健やかに成長できるまち

○ すべての子どもが、伸び伸び、生き生き、それぞれの発達段階において、自らの力を十

分に発揮し、健やかに成長し自立できるまちを目指します。

◆ 安心して、生き生きと子育てできるまち

○ 誰もが安心して子どもを生み、育てることができるまちを目指します。

◆ 子どもと家庭を見守り・支えあえるまち

○ 地域の市民が力を出しあい、子育てや子どもの成長を見守り、互いに励まし支えあえる

まちを目指します。

第３章 計画の基本理念と施策の方向性

子ども・子育て支援法に基づく基本指針（案）の「第一 子ども・子育て支援の意義に関する事項」

ポイント抜粋

・「子どもの最善の利益」が実現される社会を目指すとの考え方を基本とする。

・ 障害、疾病、虐待、貧困など社会的な支援の必要性が高い子どもやその家族を含め、全ての子ど

もや子育て家庭を対象とし、一人一人の子どもの健やかな育ちを等しく保障することを目指す。

・子ども・子育て支援とは、保護者が子育てについての第一義的責任を有することを前提としつつ、

上記の環境の変化を踏まえ、地域や社会が保護者に寄り添い、子育てに対する負担や不安、孤立感

を和らげることを通じて、保護者が自己肯定感を持ちながら子どもと向き合える環境を整え、親と

しての成長を支援し、子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができるような支援を

していくこと。そうした支援により、より良い親子関係を形成していくことは、子どものより良い

育ちを実現することに他ならない。

・乳児期における愛着形成を基礎とした情緒の安定や他者への信頼感の醸成、幼児期における他者と

の関わりや基本的な生きる力の獲得など、乳幼児期の重要性や特性を踏まえ、発達に応じた適切な

保護者の関わりや、質の高い教育・保育の安定的な提供を通じ、子どもの健やかな発達を保障する

ことが必要。

・子どもや子育て家庭の置かれた状況や地域の実情を踏まえ、幼児期の学校教育・保育、地域におけ

る多様な子ども・子育て支援の量的拡充と質的改善を図ることが必要。その際、妊娠・出産期から

の切れ目のない支援を行っていくことに留意することが重要。

○ 社会のあらゆる分野における全ての構成員が、子ども・子育て支援の重要性に対する関心や理解

を深め、各々が協働し、それぞれの役割を果たすことが必要。
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２ 施策の方向

３ 施策の体系

○「２の施策の方向性」及び「３の施策体系」は、浦安市子育て支援総合計画（後

期）の総合的な取組（成果）や課題やニーズ調査の最終分析を踏まえて、構成しま

す。

次ページは浦安市子育て支援総合計画の体系を基に、イメージとして作成した体

系図です。



浦安市子ども・子育て支援事業計画（仮称）の体系イメージ案 ★子ども・子育て支援給付、地域子ども・子育て支援事業

基本理念 施策の方向性 基本施策

★教育・保育施設（認定こども園、保育所、幼稚園）の整備

★地域型保育事業の拡充（家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育等）、就学前保育・教育指針の推進

★一時預かり事業、★延長保育事業、★病後児保育事業、休日保育事業、エンゼルヘルプサービス

幼稚園預かり保育事業、★ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業、★こどもショートステイ事業 など

★子育てケアマネジャーによる相談事業、子育てハンドブック作成事業、子育て・家族支援者養成事業
子育て応援メッセ実行委員会補助金、バリアフリーの推進、公園の整備推進 など

※（１）に統合

★延長保育の実施（再掲）、休日保育事業（再掲）、女性の職業能力開発、再就職支援
企業への男女平等の待遇等の意識啓発、仕事と育児・介護の両立に関する意識啓発 など

任意記載事項

★育児支援家庭訪問事業、要保護児童対策地域協議会

浦安市の子どもをみんなで守る条例の周知、子ども虐待ホットラインの周知 など

任意記載事項 都道府県との連携

母子婦人相談、ひとり親家庭ホームヘルプサービス、母子家庭等就労支援事業、母子家庭等自立支援給付金事業

ひとり親家庭等医療費等助成、児童扶養手当、交通遺児手当、母子住宅手当、就学援助費制度 など

任意記載事項

★こども発達センター事業、こども発達相談、発達支援推進事業、まなびサポート事業

保育園、児童育成クラブの利用支援、特別支援教育 など

任意記載事項

２ 子どもの輝く声が聞こえるまち うらやす

３ 子育てを地域で支えるまち うらやす

多世代交流事業、プレーパーク事業、ブックスタート事業、家庭教育支援の推進 など４ ともに学び・成長できるまち うらやす

５ 一人ひとりが主役のまち うらやす

（４）地域で子どもが健全に育つ環境対策の推進

（２）子どもの権利擁護・児童虐待・DV対策の強化

（３）ひとり親家庭など困難を抱える子どもと家庭の自立支援の推進

（１）子育てと仕事の両立などの環境づくりの推進

（２）多様化する保育ニーズへの対応

（２）子どもの安全を見守る環境の整備

（３）子どもと子育てを支える地域づくりの推進

（２）子どもの生きる力の育成に向けた教育環境などの整備

青少年ボランティア育成事業、青少年リーダー養成事業、青少年活動支援の推進、ふるさとうらやす立志塾 など

中学校の整備、少人数教育の実施、小規模学校選択制度、キャリア教育の推進 など

（１）子どもと子育てにやさしいまちづくりの推進

（１）子どもの参画促進とこれから親となる世代育成

事業例

安心して、生き生きと子育てできるまち

子どもと家庭を見守り・支えあえるまち

子どもが健やかに成長できるまち

（４）障がい児の発達と成長の支援

（１）子どもと家庭の健康保持・増進

（２）子どもの心と体の健康づくり

（３）安心できる小児医療体制の整備

（１）幼児期の学校教育・保育の整備・充実

（４）放課後児童の居場所づくり

１ 生き生きと子育てができるまち うらやす

薬物乱用防止等対策の推進、青少年補導員によるパトロールの実施 など

（３）地域での健全育成の推進と家庭・地域教育力の向上

各種予防接種の実施、フッ化物塗布事業、思春期講座の実施 など

子ども医療費助成事業（再掲）、急病診療所、休日救急歯科診療所 など

★児童手当、子ども医療費助成事業、認証・簡易保育所通園児補助金 など

★乳児家庭全戸訪問事業、★妊婦健診、その他各種健診事業、産前学級の実施、育児相談の実施 など

★児童育成クラブの整備、異年齢児交流促進事業、児童センター事業、青少年館活動事業 など

青少年補導員活動、市民防犯パトロール、学校等の防犯対策、子どもの帰宅を促す放送 など

（３）子育て家庭への経済的支援
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○以下の考え方のもと、ニーズ調査や庁内調査を踏まえ今後検討していきます。

第４章 重点施策

・本計画は基本理念を実現するために施策体系に基づいて効果的・効率的な施策実

行を目指していますが、計画期間において、体系の枠組みを越えて横断的に取り

組む必要がある課題や優先性の高い施策について、重点施策に位置づけます。

・子育て支援総合計画で重点施策に位置づけた事業及び「子ども・子育て支援給付」

に関する事業や「地域子ども・子育て支援事業」を中心に構成します。
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＜基本的事項（必須事項）＞

１．教育・保育提供区域の設定

※浦安市の「教育・保育提供区域（案）」は別添資料 3-5 のとおりです。

２．幼児期の学校教育・保育の充実

１）幼児期の学校教育・保育の量の見込み

計画期間における「幼児期の学校教育・保育の量の見込み（必要利用定員総数）」を定

めます。なお、量の見込みは「現在の幼稚園、保育園、家庭的保育事業、認可外保育施

設などの利用状況」に、ニーズ調査で把握した「利用希望」を踏まえて以下の区分で設

定します。

＜認定区分＞

２）提供体制の確保、内容、実施時期

教育・保育提供区域ごとに、設定した「量の見込み」に対応するよう、「教育・保育施

設及び地域型保育事業による確保内容及び実施時期（確保方策）」を設定します。

区分 対象年齢 保育の必要性

１号認定 ３歳～５歳 幼児期の学校教育のみ

２号認定 ３歳～５歳 保育の必要性あり

３号認定 ０歳 保育の必要性あり

１～２歳 保育の必要性あり

第５章 教育・保育、地域子ども・子育て支援事業計画

※掲載表イメージは次ページのとおりです
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【１号認定】３歳～５歳 幼児期の学校教育のみ

平成 26 年

度

【基準】

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

①量の見込み ○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人

②確保の内容

認定こども園、保育

園、幼稚園（教育・

保育施設※１）

○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人

地域型保育事業※２ － － － － － －

②－① ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人

【２号認定】３歳～５歳 保育の必要性あり

平成 26 年

度

【基準】

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

①量の見込み ○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人

②確保の内容

認定こども園、保育

園、幼稚園（教育・

保育施設※１）

○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人

地域型保育事業※２ － － － － － －

②－① ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人

【３号認定】０歳 保育の必要性あり

平成 26 年

度

【基準】

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

①量の見込み ○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人

②確保の内容

認定こども園、保育

園、幼稚園（教育・

保育施設※１）

○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人

地域型保育事業※２ － － － － － －

②－① ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人

【３号認定】１～２歳 保育の必要性あり

平成 26 年

度

【基準】

27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

①量の見込み ○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人

②確保の内容

認定こども園、保育

園、幼稚園（教育・

保育施設※１）

○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人

地域型保育事業※２ － － － － － －

②－① ○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人

※１ 教育・保育施設・・・認定こども園、幼稚園、保育園

※２ 地域型保育事業・・・小規模保育事業（利用定員 6 人～19 人）、家庭的保育事業（利用定員

5 人以下）、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業
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３．地域子ども・子育て支援事業の充実

計画期間における「地域子ども・子育て支援事業の量の見込み」を定めます。

なお、量の見込みは該当する事業の「現在の利用状況」に、ニーズ調査などで把握し

た「利用希望」を踏まえて設定します。

＜地域子ども・子育て支援事業 一覧＞

地域子育て支援事業

（法定 13 事業）

市の該当事業

（担当課）

事業内容

（平成 24 年度実績）

①利用者支援 子育てパートナー事業

（こども家庭課）

子育てケアマネジャーが、子育てについての

様々な相談に面接・電話で応じる。相談内容に

応じて関係機関と連携を取り、担当機関を案内

するワンストップサービスを行うほか、制度・

サービスの紹介を行う。

（Ｈ24 実績：相談件数 452 件）

②地域子育て支援拠

点事業

地域子育て支援センター事

業（保育幼稚園課）

認可保育園に併設されている子育て支援センタ

ー（8 か所）で、親子が交流できる場や子育て

に関する相談・情報を提供する。

（Ｈ24 実績：利用者数 延べ 22,929 組）

③一時預かり事業 一時預かり事業

（保育幼稚園課）

家庭保育を行っている家庭で一時的に子ども保

育が困難になった場合に、保育園（7 園）で預

かる。（Ｈ24 実績：利用者数 延べ 9,030 人）

④乳児家庭全戸訪問

事業

こんにちは赤ちゃん事業

（健康増進課）

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪

問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に

関する情報提供等を行う。また、親子の心身の

状況や養育環境等の把握を行い、支援が必要な

家庭に対しては助言や適切なサービス提供につ

なげる。（Ｈ24実績：訪問人数 2,408 人）

⑤養育支援訪問事業

その他要支援児童、要

保護児童等の支援に

資する事業

育児支援家庭訪問事業

（こども家庭支援センター）

家庭相談員や保健師等が、乳児家庭全戸訪問事

業等により把握した子育てへの不安感・孤立感

が高い家庭や、児童虐待に至る可能性が高いと

考えられる家庭、若年保護者の家庭へ訪問し、

助言・指導を行う。

（Ｈ24 実績：訪問人数 37 世帯 161 回）

こども発達センター事業

（こども発達センター）

発達に心配のある子どもとその保護者を支援す

るため、個別の支援計画の立案や発達段階に応

じたグループまたは個別での専門的な相談・療

育を行う。

※該当事業がないところは、新規事業などを検討します。

※地域子育て支援事業ごとに事業内容の記述及び目標事業量の設定を行います。
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地域子育て支援事業

（法定 13 事業）

市の該当事業

（担当課）

事業内容

（平成 24 年度実績）

⑥ファミリー・サポー

ト・センター事業

ファミリー・サポート・セ

ンター事業

（こども家庭課）

育児の援助を受けたい人（おねがい会員）、育児

の援助を行いたい人（まかせて会員）、両方とも

希望する人（どっちも会員）の相互援助活動に

より、地域で子育て家庭の育児を支援する。

（Ｈ24 実績：派遣件数 延べ 4,801 件）

⑦子育て短期支援事

業

こどもショートステイ事業

（こども家庭課）

保護者が病気、看護、出産、出張、育児疲れな

どで、一時的に子どもの養育が困難になったと

きに預かる。

（Ｈ24 実績：利用数 ５世帯延べ２１泊）

⑧延長保育事業 延長保育

（保育幼稚園課）

認可保育園（18 園）で、基本の保育時間を超え

て子どもを預かる。

（Ｈ24 実績：利用児童数 延べ 1,367 人）

⑨病児・病後児保育事

業

病後児保育

（保育幼稚園課）

病気の回復期のため、集団保育や家庭での保育

が困難な子ども（病後児）を浦安中央病院ぱん

だルームやポピンズナーサリー新浦安の 2 か所

で預かる。

（Ｈ24 実績：利用児童数 延べ 381 人）

⑩放課後児童育成ク

ラブ

児童育成クラブの整備・充

実（青少年課）

保護者が就労等により昼間家庭にいない場合な

どに、小学校区ごとに設置した施設（18クラブ）

で指導員の下、子どもの生活の場を提供する。

（Ｈ24 実績：入会児童数 1,583 人）

⑪妊婦健診 妊婦健診（健康増進課） 妊娠期の母子の健康や安全の確保するため、妊

娠期間中に合計 14回まで、医療機関で検診を受

けることができる。

（Ｈ24 実績：受診者数 延べ 16,621 人）

⑫実費徴収に係る補

足給付を行う事業

‐ 世帯の所得の状況その他事情を勘案して市町村

が定める支給認定者が、支払うべき教育・保育

に必要な物品の購入費用等の全部又は一部を助

成する事業

⑬多様な主体が本制

度に参入することを

促進するための事業

‐ 多様な事業者の活力を利用した特定教育・保育

施設の設置または運営を促進するための事業

※掲載表イメージ

放課後児童クラブ事業
平成 26 年度

【基準】
27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度

①量の見込み
人数 ○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人

箇所 ○○箇所 ○○箇所 ○○箇所 ○○箇所 ○○箇所 ○○箇所

②確保の内容
人数 ○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人 ○○○人

箇所 ○○箇所 ○○箇所 ○○箇所 ○○箇所 ○○箇所 ○○箇所

②－①
人数 ▲○○人 ▲○○人 0 0 0 0

箇所 ▲○箇所 ▲○箇所 0 0 0 0
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４．幼児期の学校教育・保育の一体的提供と体制の確保

○今後の検討を踏まえ、以下の事項を記載します。

＜任意記載事項＞

１．産後の休業・育児休業後の施設等の円滑な利用の確保

○以下の点を踏まえ、市の実情にあった施策を記述します。

２．子どもに関する専門的な知識及び都道府県施策との連携

○以下の点を踏まえ、都道府県が行う施策との連携に関する事項及び市の実情にあっ

た施策を記述します。

３．労働者の職業生活と家庭生活との両立のために必要な雇用環境の整備に関する施策と

の連携

○以下の点を踏まえ、市の実情にあった施策を記述します。

・認定こども園の設置数、設置時期その他普及にかかる考え方

・質の高い幼児期の学校教育・保育、地域の子育て支援の役割及びその推進方策

・幼保小連携の取り組みの推進

・幼保小連携、０～2 歳にかかる取組と３～5 歳にかかる取組の連携

・保護者が産休・育休明けの希望する時期に円滑に教育・保育施設、地域型保育事

業を利用できるよう、休業中の保護者に対して情報提供や相談支援、教育・保育施

設、地域型保育事業の計画的な整備。

・児童虐待防止対策の充実

（関係機関との連携・相談体制の充実、発生予防・早期発見、早期対応等、社会的

養護施設との連携）

・母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進

・障がい児施策の充実など

・仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し

（広報・啓発、好事例の収集・提供、企業での研修の実施、ＷＬＢに取り組む企業

の表彰や支援など）

・多様な働き方に対応した仕事と子育ての両立のための基盤整備

（保育や放課後児童健全育成事業の充実など）
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○以下の考え方のもと、ニーズ調査や庁内調査を踏まえ今後検討していきます。

１ 計画の推進体制と方策

・計画の推進にあたっては、国や県、関係機関、事業者、子育て支援団体などと連携

し取り組んでいきます。

・社会情勢の変化や子育てに関する新たな課題についても、本計画に位置付け、積極

的に取り組んできます。

２ 計画の評価のしくみと評価指標

・取組の点検・評価を行うため、利用者の視点に立った指標を設定し、施策の改善に

つなげていきます。また、個別事業の進捗状況（アウトプット）に加え、計画全体

の成果（アウトカム）についても評価を行います。

・浦安市子ども・子育て会議において、毎年度計画の実施状況把握・点検を行います。

また、広報やホームページなどで市民に公表します。

第７章 計画の点検・評価について

第６章 子ども・子育て支援関連事業

・５つの「施策の方向性」ごとに「現状と課題」、「基本施策」「取組の方向性・個

別事業」を位置づけます。

・記載する取組や事業は、浦安市子育て支援総合計画を踏まえ、子ども・子育て支

援に関する事業を位置づけます。（「子ども・子育て支援給付」に関する事業や地

域子ども・子育て支援事業も含めます。）

・進行管理ができるよう、事業ごとに評価指標を設定します。
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子育て支援総合計画（後期）と子ども・子育て支援事業計画の構成比較表

浦安市子育て支援総合計画（後期）

平成 22 年度～平成 26 年度

浦安市子ども・子育て支援事業計画

平成 27 年度～平成 31 年度

【第１章 計画策定の趣旨】

１ 計画策定の背景と目的

２ 計画の位置づけ

３ 計画の対象

４ 計画の期間

５ 計画策定の流れ

６ 計画評価の方法

【第１章 計画策定の趣旨】

１ 計画策定の背景と目的

２ 計画の位置づけ

３ 計画の対象

４ 計画の期間

５ 計画策定体制と策定方法

【第２章 浦安市の子どもと家庭を取り巻く

現状と課題】

１ 浦安市における子どもと家庭を取り巻く動向

２ 国等の政策動向や社会情勢を踏まえた新たな

課題

【第２章 浦安市の子どもと家庭を取り巻く

現状と課題】

１ 浦安市における子どもと家庭を取り巻く動向

２ 子育て支援総合計画（後期）の評価

【第３章 計画の基本理念と施策の方向性】

１ 基本理念

２ 施策の方向

３ 計画の体系

【第３章 計画の基本理念と施策の方向性】

１ 基本理念

２ 施策の方向

３ 計画の体系

【第４章 基本施策】

１ 生き生きと子育てができるまち うらやす

２ 子どもの輝く声が聞こえるまち うらやす

３ ともに学び・成長できるまち うらやす

４ 子育てを地域で支えるまち うらやす

５ 一人ひとりが主役のまち うらやす

【第４章 重点施策】

１ 重点施策の一覧

２ 重点施策の具体的取り組み方針

考え方は概ね継承する。（第１回会議）

国の基本指針等を踏まえた案を第 4 回会議で提示予定。
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浦安市子育て支援総合計画（後期）

平成 22 年度～平成 26 年度

浦安市子ども・子育て支援事業計画

平成 27 年度～平成 31 年度

【第５章 後期計画における重点施策】

１ 重点施策の一覧

２ 重点施策の具体的取り組み方針

【第５章 教育・保育、地域子ども・子育て

支援事業計画】

＜必須的事項＞

１ 教育・保育提供区域の設定

２ 幼児期の学校教育・保育の充実（量の見込み、

提供体制の確保、内容、実施時期）

３ 地域子ども・子育て支援事業の充実（量の見込

み、提供体制の確保、内容、実施時期）

４ 幼児期の学校教育・保育の一体的提供と体制の

確保

＜任意記載事項＞

１ 産後の休業・育児休業後の施設の円滑な利用

２ 子どもに関する専門的な知識及び都道府県施

策との連携

３ 労働者の職業生活と家庭生活との両立のため

に必要な雇用環境の整備に関する施策との連携

【第６章 計画の点検・評価について】

１ 計画の推進体制と方策

２ 計画の評価のしくみと評価指標

【第６章 子ども・子育て支援関連事業】

【第７章 計画の点検・評価について】

１ 計画の推進体制と方策

２ 計画の評価のしくみと評価指標

資料編

１ 浦安市後期子育て支援総合計画策定委員会

（1）設置要綱

（2）委員名簿

（3）検討経過

２ 「浦安市後期子育て支援総合計画」庁内検討委

員会

（1）設置要綱

（2）委員名簿

（3）検討経過

３ 基礎調査の実施概要

４ 事業一覧表

資料編

１ 子ども・子育て会議

（1）浦安市子ども・子育て会議条例

（2）委員名簿

（3）検討経過

２ 基礎調査の実施概要

３ 事業一覧表

現計画の掲載事業または新規事業について

は庁内調査・事業整理後、掲載する予定。


